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令和５年１月２５日 

                                                        人事課 

 

令和５年度支所組織の再編 

～３部門の地域事務所を「地域振興課」と「産業建設課」に再編～ 

本市では、令和５年４月から、「持続可能な支所地域の振興」の推進に向けて、地域振

興、防災・危機管理、窓口サービスの各分野の機能強化を図るため、下記のとおり支所組

織を再編します。 

                              

１．背景・目的 

本市では、重点戦略である「持続可能な選ばれるまち“スマートシティやつしろ”の推進」の重点

取組の一つとして「持続可能な支所地域の振興」を掲げ、支所の拠点機能の充実や、地域特性

や固有の資源を生かした地域の活性化に取り組んでいるところです。 

この取組みの充実に向けて、その推進組織である支所の機能強化を図るため、支所組織を再

編することとしました。 

 

２．再編の概要 

現在、支所庁舎内に本庁組織として設置している「健康福祉地域事務所」、「農林水産地域事

務所」及び「建設地域事務所」を支所組織に統合し、主に次の３つの視点から機能強化等を図る

ため、支所組織を「地域振興課」と「産業建設課」の２課体制に再編します。 

（組織の詳細は、別図参照） 

（１）地域振興 

支所長の直接の指揮下に「地域振興課」と「産業建設課」の２課を置くことにより、部門横断

的に地域課題を把握し、ハード面とソフト面の両面で、支所長を中心とした地域振興の実施体

制を構築します。 

   （２）防災・危機管理 

「農林水産地域事務所」と「建設地域事務所」を統合し、「産業建設課」を設置することにより、

技術職等の職員をより効果的に配置できるようにすることで、災害時の被災調査等の円滑化・

迅速化を図るなど、防災・危機管理機能を強化します。 

   （３）窓口サービス 

「健康福祉地域事務所」を「地域振興課」に統合することにより、戸籍・住民異動・税窓口と

高齢者・障がい者・児童などの福祉に関連する窓口のワンストップ化による窓口サービスの向上

を図ります。 

 

３．新組織移行日 

令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

問合せ  人事課     担当：松永 

       TEL ０９６５－３３－４１０２ 
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別図 支所組織の再編 
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